
事務所ニュース　２０２０年夏号　巻頭挨拶（弁護士　佐渡島
啓）
今年初めには全く想定できなかった事態で大きな混乱が続いていますが、皆さん、お元気でいらっしゃいますでしょうか。
臨時休校、緊急事態宣言、外出自粛、休業要請と、今年の上半期は新型コロナウィルスの脅威に振り回されました。緊急事態宣言中、裁判
所はほとんどの事件で裁判期日を取消して延期としたため、ご依頼をいただいている事件の進行が遅れております。また、当事務所も一時
期は職員の在宅勤務を実施し、営業時間も短縮しておりました。皆さんには大変ご迷惑をおかけいたしました。
このような中でも、医療関係者をはじめ、社会インフラを維持するために感染リスクを押して活動を続けて来られている方々には深く敬意
を表します。
この原稿を書いている時点では、幸いにして第２波という事態は生じていませんが、安心して日常を送れる生活に戻るにはまだまだ時間が
かかることでしょう。コロナ離婚、コロナ倒産、コロナ離職、コロナ退学…。ご不安なこと、お困りのことがあれば、何なりとご相談くだ
さい。私たち法律家だけでは解決できない問題も多々ありますが、当事務所のネットワークを活かして他分野の専門家とも協力し、皆さん
のお力になりたいと思います。

代表　弁護士　佐渡島　啓

 

（事務所ニュース・2020夏号掲載）

 

時間の使い方（弁護士　南木　ゆう）
新学期が始まる前日の夜に宿題を始めるタイプでした。親にはいつも、計画的に宿題を済ます姉と比較され、「嫌なことは先にやってしまっ
た方が、気持ちよく遊べるでしょ！」と怒られましたが、宿題が山積みでも気持ちよく遊べるタイプでした。それでも、子どもの頃は半べ
そになりながら、次は余裕を持ってやることを誓いましたが、計画を立てるだけで満足してしまって、教訓が次に活かされることはありま
せんでした。

きっと大人になったら、この性格も変わるだろうと高をくくっていましたが、大人になったら、期限にも「とりあえずの期限」と「本当に
ヤバイ期限」があることや、むしろ精神的に追い込まれた方が火事場の〇〇力的な集中力を発揮して、少ない時間で良いものができ、効率
的じゃない！！という解釈も知ってしまい、結局このクセが治っていません。
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余裕がなくなったときは決まって機嫌も悪くなるので、家族は「まただよ。」と呆れ顔ですが、追い込まれて追い込まれた末に、完成した
ときの開放感は格別です。本年も、「本当にヤバイ期限」を見極めて、楽しく生きていこうと（「とりあえずの期限」を過ぎたこの原稿を
書きながら）思っています。

弁護士　南木　ゆう

 

（事務所ニュース・2020新年号掲載）

 

「正義」はもう古いのか？（弁護士　牧野　丘）
「桜を見る会」。予算を数倍上回る支出を不審に思って追及したら、なんと高騰した支出額に合わせて予算を引き上げる傲慢。それでは、
と使い道を調べてみたら、政権に立つ政治家が自分の後援者を集めて国のお金を使ってもてなしていた、と。国家予算の中に占める割合は
小さいからと言って許されるわけではないのです。たとえ額は小さくても、公金に手を付けるというのは、腐敗の最終形。この裏に隠れて
いる腐敗は相当進んでいる可能性があると見なければならないのでしょう。

現在、私は法テラス（日本司法支援センター）の埼玉地方事務所長の任にありますが、法テラスは「あまねく社会のすみずみに法の光を」
をスローガンに、法の正義が広く行き渡ることを目的にして様々な活動をしています。現場で市民の皆さんの困り事の支援に当たる人々と
連携をとりながら活動を広げようとしていますが、腐敗が進行する様子を見ますと、なんかこういう苦労がばかばかしく思えてきます。い
くら法の支援を得て権利を守ろうとしても、「腐敗」は正義を無視しますから。「野党に政権を任せるわけにいかないから仕方ない」とい
う発言もよく聞きますが、それでいいのでしょうか。選挙以外にも姿勢を正す方法はたくさんあると思います。

弁護士　牧野　丘

 

（事務所ニュース・2020新年号掲載）
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「結婚できない男」について（弁護士　月岡　朗）
この原稿を書いている今は続編が放送されていますが、私は「結婚できない男」というドラマが好きです。このドラマの主人公は、阿部寛
さんが演じる桑野信介（続編では５３歳）という未婚のおひとりさまです。偏屈で皮肉屋な主人公桑野信介の言動と、周囲とのやりとりが
面白く、阿部寛さんの傑作だと思っています。

私個人は、おひとりさまや高齢者に関する業務（任意後見契約、民事信託、遺言作成、死後事務委任契約など）をすることが多いのですが、
もし、私がおひとりさまの桑野信介から任意後見契約等の相談を受けた場面を想像すると、偏屈な桑野信介の対応には、なかなか苦労する
ような気がします。独善的で毒舌な桑野信介にあきれてしまうことも、口喧嘩になることもありそうです。もっとも、ドラマのヒロインの
桑野信介の主治医や弁護士は、何度、桑野信介と喧嘩しても、ヒロインの立ち位置を維持しているので、私が喧嘩しても委任関係に影響は
無さそうです。

「結婚できない男」の続編のインタビューで阿部寛さんが「いろんな人がいて、それを認め合える世の中になってほしい。このドラマを見
て、そう考えてもらえたら、うれしい。」と話している記事を見ました。本当にそのとおりだと思います。結婚する・しない、子供のいる・
いない等、人との違いを気にせずに、周囲の人とつながりながら暮らすことができれば、素敵なことだと思います。「結婚できない男」の
さらなる続編を期待しています。

弁護士　月岡　朗

 

（事務所ニュース・2020新年号掲載）

 

広がる「終活」（弁護士　谷川　生子）
私はわりと引越の経験が多いほうです。弁護士になってからは、４回引越しました。引っ越すたびに、窓から見える風景、通勤経路も変わ
り、自然と気持ちが改まりました。新しい部屋の周辺をぶらぶらしながら、面白そうなお店や、綺麗な公園を発見するのは楽しいもので、
引越は嫌いではなかったのです。でもそれは、昨年までのことでした。昨年の引越で大量の物を目の前に、初めて途方に暮れました。比較
的長く住んでいたのですが、この部屋のどこにこれほど沢山の物が？結局多くを廃棄処分し、地球に厳しい自分の存在を認めざるを得ませ
んでした。

引越ではないですが、遺された人にこのような思いをさせたくない、あるいは周りに頼める人がいない、という方から、自分の死後、必要
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となる片付けや諸々の手続を第三者に頼んでおきたい、という相談を受けることがあります。単身世帯が増え、また少子高齢化の進む中、
死後事務委任契約の需要は増えているようです。私より若い方からそのような相談を受けることもあり、「終活」はすっかり浸透している
なと感じます。

引越は大変でしたが何とか落ち着き、気持も新たに、今年もよろしくお願いします。

弁護士　谷川　生子

 

（事務所ニュース・2020新年号掲載）

 

ＳＮＳとの距離感（弁護士　竹内　和正）
SNSがよくわかりません。それぞれの区別もあいまいです。なんか、つぶやいたり、自己紹介したり、写真をみせたりするんですよね。
ハッシュタグって、なんでしょうか。僕にもついていますか？動画を投稿したら僕もユーチューバーですか？そもそもユーチューブっ
てSNSですか？・・・いずれにせよ、怖いし、できるだけ関わらないようにしています。公式にはLINEもしていないことにしています
（LINEってSNSですか？）。

そして、今のところぎりぎり逃げ切れています。もう、僕がSNSをやらないからって、仲間はずれにされたり、いじめられたりすること
もないでしょう（されたらちょっとおもしろいですが）。ただ、これから学生時代を送る人は大変ですよね。ネットの世界は身近で、しか
も失敗が許されません。僕が高校生のときに、SNSがあったらと思うとぞっとします。絶対ここにいない気がする。

ネットの世界では、「正しい」ことが一番重要なようです。みなさん全力で間違い探しをしています（ヤフコメの当職調べ）。でも、聞き
たいですか？知らない人の正しい話。なんだか息が詰まってきますよね。ほんとハッシュタグつければいいってもんじゃないです。その言
葉ハッシュタグつけて返してやるっていいたくなりますよね。

とりあえず、今年もSNSとは関わらず、ヤフコメも非表示にして、できるだけ、ネットから距離を取りたいと思っています。ハッシュタ
グお断りです。

弁護士　竹内　和正
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（事務所ニュース・2020新年号掲載）

 

自動運転に思う。（弁護士　高木　太郎）
シェアリングエコノミーに関する話を聞く機会があった。①ウーバーのような配車サービスのプラットホーム、②自動運転の技術進歩、③
車は所有しなくても良いと言う意識変化。これらが相まって、１０年、２０年後には、車は単なる移動の手段となり、人は車を所有せず、
スマホで呼ぶと自動運転のレンタルカーが配車される。愛車を所有する人は、今で言う手動の一眼レフカメラを愛用する趣味人に限られる
ようになると言うのである。私の感覚では①②は実現しても③は変わらないと思ったが、若い世代に話を聞くと、車は所有しなくても良い
と言うのである。

①のウーバーは、個人の所有車両をウーバーの支配するネット機構を通じて配車するシステムである。運転手は実態は労働者なのに、労働
法の保護が受けられないとして、導入された欧米では激しい批判にさらされ「運転手は労働者」とする裁判なども出ている（日本では白タ
ク規制で実現していない）。自動運転への変化の過程で人間をモノ扱いしていくのだから、猛烈な搾取になるのは当然の結果か。妙なとこ
ろに納得しつつ、今年も「人間の権利」のために頑張ろうと思う。

弁護士　高木　太郎

 

（事務所ニュース・2020新年号掲載）

 

伝える、伝わる（弁護士　鈴木　満）
昨年は、日本にいる外国人問題に関する情報を発信させていただく機会が多かったように思います。
いのちと健康を守る埼玉センターや埼玉弁護士会での学習会の講師をさせていただきました。また、「第３９回全国クレサラ・生活再建問
題被害者交流会」というシンポジウムの中で、外国人問題に関する分科会の責任者をやらせていただきました。
事務所内の会議でも、外国人問題に関する発言の機会が多かったように思います。
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そのような中で、一番うれしかったのは、問題意識を共感してもらえたことです。
講義の内容に関する質問をたくさんいただいたり、聞いている方々が頷きながら話を聞いてくださるのを見たりして、問題意識が伝わって
いるのをみると、とてもうれしかったです。引っ込み思案で、あまり自分から発信するのが得意ではないのですが、私でも伝えられること
があるのなら発信していこうと思いました。ただ、私の話はどうも固く、難しくなりすぎるようです（この文章にもその傾向が表れている
感じがしますが）。
わかりやすくとっつきやすい話ができて、より自分の思いを伝えることができるような話術を磨きたいです。

弁護士　鈴木　満

 

（事務所ニュース・2020新年号掲載）

 

非常勤講師（弁護士　佐渡島　啓）
昨年後半から、猪股（弁）のツテで、母校でもある早稲田大学で非常勤講師を務め、労働法を教えています。
急な登板でしたので、今年度については通常の講義ではなく、予め私の講義を撮影しておき、学生達はこの録画を一定期間の間にネットで
聴講するという形式です。昨今の学生達にとっては当たり前のことなのかもしれませんが、２５年近く前に大学を卒業した私からすれば、
当時はそのような文明の利器などなく、初っ端から驚かされました。
ネット上で講義を受講した学生達は２００字前後で感想などをまとめ、私がこれをネット上で読んで、理解度などを確認していきます。こ
の感想などを読んでいる限り、今の大学生はとても真面目に学んでくれていると、これまた驚いています。早稲田に限った話かもしれませ
んが、私の学生の頃は・・・
しかし、いくらネットが便利だとはいえ、やはり講義はライブでおこなって学生達の反応を直に感じながらでないと、雲をつかむような感
覚は消えません。新年度からは通常の講義になる予定です。社会に出ると否応なく身近な法律となる労働法について、直接学生達の顔を見
ながら講義することを楽しみにしています。

弁護士　佐渡島　啓

 

（事務所ニュース・2020新年号掲載）
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ヒーローはいらない（弁護士　古城　英俊）
昨年は、ラグビーワールドカップが日本で開催され、大いに盛り上がりました。大きな相手にも怯むことなく激しくタックルに入り、時に
は２人で突進を止める。日本の主将が「ヒーローはいらない」と言っていたように、選手一人ひとりが、愚直に、自分自身を犠牲にして役
割をやり遂げ、縁の下の力持ちとなってこそ、ボールを奪い、確保し、得点につなげることができる。選手全員の同じ目的を持って、その
力の結晶として得点が生まれる、ということがとてもよくわかるスポーツだったのか、それまで興味を示さなかった家族も、熱狂しました。

弁護士の仕事でも、弁護団事件では、一つの目的（勝訴）のために、原告、支援者、弁護団などが力を合わせてたたかうことがあります。
２０１３年から３年間にわたり平均６．５％、最大１０％も生活扶助基準が引下げられたことに対する違憲訴訟も、全国２９の都道府県の
裁判所で集団訴訟が続いています。１０００名以上の原告と、全国各地の支援者、弁護士が力を合わせてたたかっています。埼玉の訴訟は、
終盤にさしかかり、今年は証人尋問・原告本人尋問が行われる予定です。
私も弁護団員の一員として、奮闘したいと思います。

弁護士　古城　英俊

 

（事務所ニュース・2020新年号掲載）
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